
- 1 - 

開会 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○佐藤委員長 ただいまより、民生常任委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は全員であります。 

それでは、会議を進めてまいります。 

初めに、令和４年第３回臨時会提出議案についてを議題といたします。議案第１号、令和４年度

旭川市一般会計補正予算について、理事者から説明願います。 

○金澤福祉保険部長 本臨時会に提案しております議案第１号、令和４年度旭川市一般会計補正予

算について御説明申し上げます。補正予算書の３ページを御覧ください。３款１項１目、社会福祉

総務費の福祉灯油・物価高騰対策給付金支給費につきましては、原油価格、食料品価格等の高騰に

より影響を大きく受けている生活困窮世帯に対し、今年度は道補助金を活用し、灯油購入費用等に

新たに物価高騰対策分を上乗せして、１世帯当たり２万円の給付金を支給するもので、支給に要す

る経費として、９億９千５７万１千円を補正しようとするものでございます。財源は国庫支出金が

４億３千１６７万１千円、道支出金が１億７千８９０万円、一般財源が３億８千万円でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員長 ただいまの説明につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 なければ、本日のところは説明を受けたということにとどめておきたいと思います。 

 議案の説明に関わり出席している理事者につきましては、退席していただいて結構です。 

次に、報告事項についてを議題といたします。まず、個人情報保護制度の見直しに関する考え方

（案）に対する意見提出手続の実施について、理事者から報告願います。 

○林市民生活部長 個人情報保護制度の見直しに関する考え方（案）に対する意見提出手続の実施

につきまして、御報告申し上げます。本日、お手元に意見提出手続に係る資料一式を配付させてい

ただいております。令和３年５月に個人情報の保護に関する法律が改正され、国の行政機関や地方

公共団体などの各機関における個人情報の取扱いに関する根拠が、個人情報保護法へ一本化される

ことにより、地方公共団体は、法律に基づく制度の運用に必要な事項を定めた条例を定めなければ

ならず、また、法で許される範囲内に限り、条例で独自の保護の方法を定めることができるように

なりました。本市におきましても、個人情報保護法の改正の考え方を踏まえ、来年４月の法律の施

行に合わせて、（仮称）旭川市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定する必要があることか

ら、現在の個人情報保護制度に関する見直しを行うところでございます。また、関連いたしまして、

個人情報保護法で定める不開示情報との整合性を確保するため、旭川市情報公開条例の改正も併せ

て検討してまいります。 

今回、意見を募集する見直しの内容といたしましては、法律で許される範囲で、条例で独自に保

護の方法を定めることとしている項目について、制度の見直し内容を定めたものでございます。制

度見直しに関する考え方の検討に当たりましては、庁内における議論のほか、有識者で構成する附

属機関における意見を参考に作業を進めてきたところであり、このたび、旭川市市民参加推進条例

第６条第１項第３号に基づき、意見提出手続を実施するものでございます。意見提出手続の実施期

間は、本日、１１月１日から３０日までの１か月間とし、いただいた御意見を踏まえまして、来年
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の第１回定例会に条例案を提案し、法律の施行日である令和５年４月１日からの施行を予定してい

るところでございます。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 なければ、ただいまの報告に関わり出席している理事者につきましては、退席いた

だいて結構です。 

次に、新型コロナウイルス感染症の発生状況について、新型コロナワクチンの接種について、以

上２件の報告につきましては、次の議題である生後６か月以上４歳以下の者への新型コロナワクチ

ンの接種についてと関連を有することから、一括して議題としたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

まず、理事者から報告願います。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 本日、資料をお配り申し上げております、

新型コロナウイルス感染症の発生状況について外１件につきまして、まず御報告を申し上げたいと

いうふうに思います。資料を御覧いただきたいというふうに思います。１ページ目、グラフ上段で

ございますが、毎回載せているグラフになりますけれども、現在の発生状況ということでございま

して、第７波におけます最多の人数といたしましては、８月２２日の６３０名というものがござい

ました。現在の状況につきましては、９月に入りまして、第７波についてはピークアウトしたとい

うふうに判断をしておりましたものの、高止まり状態が続いていたところでございます。しかしな

がら、１０月に入りまして、一転、増加傾向に転じてまいりまして、徐々に感染拡大が進んでいる

状況にあるということで、特に、ここに来て、増加傾向というよりも完全に増加に転じているとい

うような発生状況となってございます。 

真ん中のグラフになります。人口１０万人当たりの１週間の発生者数ということでございます。

一昨日の状況でございますけれども、７８２．１名ということで、第７波のピーク時の９９３．１

名に迫ってきているというような状況になってございます。高止まり状態が続いた後、増加に転じ

ているわけでありますけども、私どもといたしましては、これは第８波ということではなく、第７

波におけます感染の再拡大というふうに見ているところでございまして、その根拠といたしまして

は、これまで感染の拡大の波というものは、あくまで株の変異によって起こされている感染という

ことを考えますと、今回につきましては、現在、オミクロン株の一つの亜種でありますＢＡ．５、

あるいはそれの亜種というような状況で広がっているということを考えますと、第８波への突入と

いうようなことではないんではないかというふうに現状では認識をしているところでございます。 

１ページ目、一番下のグラフにつきましては、旭川市と北海道、それから札幌市の感染状況の比

較でございます。一番上にあります実線が旭川市、その下に点線が２つありますが、上のほうが北

海道、下のほうが札幌市ということになっております。感染の全体の動きといたしましては、おお

むね同じような動きをしておりますが、残念ながら本市におきましては、北海道全体及び札幌市よ

りも感染状況が現状として悪い状況になっております。ただ、ここに来て、北海道、札幌市もかな

り伸びてきているという状況で、今後、このグラフが旭川市に追いついてくるんではないかなとい

うふうに見込んでいるところでございます。本市が北海道全体あるいは札幌市と比較して、なぜこ
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のように多いのかという部分につきましては、なかなか判断が難しい部分でございます。ただ、第

７波がピークアウトしてから、本市は高止まり状態が続いておりました。その時期、北海道全体あ

るいは札幌市は、少しずつ減少していったということで、減り切らなかったことが、逆に増加に転

じた部分において上積みがあったというふうなことを見ております。また、もう一点といたしまし

ては、検査件数についてでございます。札幌市との比較になりますけれども、人口２００万都市の

札幌市の一昨日までの検査の状況を見ますと、１３８万回の検査を行っております、２００万都市

で。本市につきましては、現在のところ、３３万７千回、つまり、人口を上回る数の検査を行って

いるということから、総体的に、本市は検査が多いということが言えるんではないかなと。これは

当然、医師会をはじめとします各１次医療機関のほうで、積極的な治療、あるいは検査、診療を行

っていただいている結果というふうに見ていただいていいかと思っております。 

２ページ目になります。真ん中のグラフになりますが、病床稼働率についてでございます。第７

波の最高といたしましては、８月１８日に５７．４％、このときにはフェーズ２でございましたけ

れども、現在は全道域でフェーズ１となっております。昨日朝現在の病床稼働率が２ページ目の下

の表に載っておりますが、５４．９％と変わらず５０％台を超えているということで、病床の逼迫

があるというような状況であります。申し上げたとおり、現在、全道レベルとしてフェーズ１とい

うことですが、本市の稼働率が非常に高いということをもって、現在、北海道のほうと、このフェ

ーズの考え方について協議を行っているところでございまして、必要に応じて、このフェーズを地

域として上げていただくなどの対応につきまして、今後も協議を続けてまいりたいというふうに考

えてございます。 

３ページ目、円グラフが２つございます。まず、上の円グラフでございますが、御案内のとおり、

９月２６日以降、全数届出の見直しが国で行われまして、いわゆる４類型と言われております、６

５歳以上の高齢者、それからコロナに感染した際に治療が必要な方、入院が必要な方、そして妊婦、

この４類型の方々につきましては、これまで同様に、保健所のほうに発生届でもって届出をしてい

ただく、それ以外の方々については、届出の必要がないということになりました。その届出対象者

の割合といたしましては、今の４類型に当たる方々は全体の１６．９％となっておりまして、この

１６．９％がいわゆるハイリスクの方々というふうな形になっております。 

また、下の円グラフになりますが、感染者の年齢別分布ということで、各医療機関からは、変わ

らず、発生件数及びその年代別の発生件数について、届出はいただいているところでございまして、

それを分析するに当たりまして、年齢の分布を載せてございます。一番多いのが１０代の２１．

７％で、１０代の感染者が全体の２割を超えるというような状況になっております。あわせまして、

１０代未満も含めまして、若年層の感染が多いというふうに言えるわけでありますが、ただ一方で、

ほかの年代もそれぞれの年代で発生しているということで、ある意味、満遍なく各年代ごとで発生

があるというふうに結果としてなってございます。 

最後になります。クラスターの状況につきまして、トータル番号で１４０番から、今年度に入り

まして、合計で申し上げますと１６５件のクラスターが発生しておりまして、現在も継続している

クラスターの数は、今朝の時点で２０の医療機関、もしくは施設のほうでクラスターが動いている

というような状況になってございます。 

現在の発生状況の部分でございますが、今後の感染状況の見通し、あるいは懸念されるようなこ
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となどについて御報告を申し上げたいというふうに思います。特に、今後につきましては、気温が

下がってくるということなどから、なかなか換気のしづらい季節になってまいります。そのことか

ら、今後さらに、家庭内でありますとか施設などにおいて、感染拡大が起こることが予想されると

いうような状況になっております。そして、国におきまして、過去２年間流行がなかった季節性イ

ンフルエンザとの同時流行についての指摘がございまして、同時流行への検査体制の拡充でありま

すとか、外来医療体制の整備などについて国から依頼があったところでございまして、それらの対

応について、現在、協議を進めているところでございます。国におきましては、この冬の同時流行

の想定といたしまして、ピーク時には、国全体で、新型コロナの感染者が１日に４５万人、そして、

季節性インフルエンザの感染者、罹患者が１日に３０万人を想定しているところでございます。今

回、先ほど申し上げたとおり、国のほうから、これらに対応するための検査体制を拡充しなさいと

いうような依頼があったところでございまして、その検査体制の拡充のためには、想定の感染者が

この地域でどのぐらいいるのかというふうなものを求めて、それに対して対応できるようにしてい

くということになりますが、その想定の感染者の算出方法が国から示されておりまして、それに置

き換えますと、新型コロナにつきましては、本市において、次のピーク時には１日約１千１５０名、

さらには、季節性インフルエンザにつきましては８２０名、つまり、双方合わせますと１日に約２

千名の方々が、何らかの症状などを持って発症するということがございます。これを想定しまして、

私どもとしては、準備を進めていかなければならないということになりますので、今後、医療対策

連絡会、あるいは旭川市医師会との協議を行いながら、こういったものに対しての対応策について

検討をしていきたいというふうに考えてございます。 

次に、もう一点御報告がございます。施設等の従事者等に対する集中検査の実施についてでござ

います。先ほども申し上げたとおり、現在もクラスターが頻発している状況でありまして、特に、

入所・入居施設につきましては、おおむねそこに従事している方々が施設内にウイルスを持ち込む

という事例が非常に多いわけでありますけれども、この秋冬の時期にクラスターが頻発している状

況に鑑みまして、このたび、こういった施設の従事者等を対象に集中的な検査を実施していきたい

というふうに考えてございます。実施方法といたしましては、国から提供を受ける抗原定性検査キ

ットを活用しまして、高齢者施設及び障害者施設、保育園、幼稚園等のうち、希望する事業所の従

事者等に対しまして、先ほどの抗原定性検査キットを配付いたします。そして、週２回程度、２か

月間かけて、合計約２８万回の検査を実施するという形になります。ただ、検査を実施するといい

ましても、各施設のほうで抗原検査キットを使って、実際に検査をしていただくというような対応

になりまして、その中で、例えば、陽性反応が見られるということになった場合につきましては、

先ほど申し上げました、発生届が必要な方、例えば、施設の従事者、介護士においても、６５歳以

上の介護士さんも中にはもちろんいらっしゃいますし、あるいは妊婦の方もいらっしゃるというよ

うなことがありますので、そういった届出が必要な方々につきましては、リスクがありますので、

すぐに医療機関のほうにかかっていただくという形になります。リスクの低い、その他の届出対象

外の従事者の方々につきましては、現在、市の保健所で運営をしております陽性者のフォローアッ

プセンターにおいて、陽性判定事業を行っておりますので、そこで必要な手続をしていただいて出

していただく、それをドクターが判定しまして、陽性となった方につきましては、その後に自宅療

養につなげていくというような形を取ります。また、判定の不能な方につきましては、改めて市の
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保健所においてＰＣＲ検査を実施するという形でフォローをしてまいります。この事業を実施する

ことによって、市内の各施設におけます従事者の中で、感染者を早く探知しまして、我々として、

その施設の状況をすぐつかみ、クラスターになる前に感染指導、あるいは入所者のスクリーニング

を保健所として実施するなど、クラスターの件数を極力少なくしていこうというような目的の中で、

この後、ピークを迎えるであろう時期に、施設への対応について、このような事業を実施してまい

りたいというふうに考えております。実施時期につきましては、先ほど申し上げたとおり、国から

抗原検査キットが届いて間もなくということで、関係部局の御協力をいただきながら、事業を実施

してまいりたいというふうに考えております。 

○長谷川保健所新型コロナウイルス感染症対策監 ワクチン接種について、２つ御報告します。１

つ目ですが、資料、新型コロナワクチン接種の状況についてを御覧ください。表の上段、全体のう

ち、２価とありますが、これは、オミクロン株対応２価ワクチンを表しています。ワクチンの接種

回数なんですけれども、従来型ワクチンは、一番多い方で４回となりますが、２価ワクチンは１回

だけの接種となりますので、３回目で終了する方、４回目で終了する方、そして一番多い方で５回

目で終了する方と、接種回数が異なります。このため、３回目以降は、従来型ワクチンと２価ワク

チン接種者が混在した状態となり、国も４回目、５回目の接種率は計算していませんので、本市で

は、本日のホームページの発表分から、この表のとおり、３回目までと２価ワクチンの接種率を公

表していきます。次に、年代別ですが、右側の色の濃いグラフが２価ワクチンを表しておりまして、

６０歳から６４歳の接種率が一番高くなっていますが、この年代での４回目接種が始まるタイミン

グで２価ワクチンに切り替わり、その際、４回目の接種券を使われた方が多いためと考えておりま

す。また、６５歳以上の方は、４回目の従来型ワクチンを接種された方が多いため、２価ワクチン

の接種率が低いですが、３か月後に２価ワクチンが接種可能となりますので、今後、増加していく

と予想しています。下の左側の円グラフですけれども、２価ワクチンの対象者は、２回目を接種し

た１２歳以上の方となりますので、２回目の接種人数を分母とした場合の接種率は７．２％となり

ます。右側の円グラフは、接種会場別の接種状況を表しており、医療機関での接種が８２％を占め

ております。 

次に、２つ目ですけれども、今後の新型コロナワクチン接種についてを御覧ください。まず、

（１）の接種見込数ですけれども、１１月から来年３月までの見込み数を御説明いたします。２価

ワクチンは、３回目接種率を参考に、６割程度の１９万７千人を見込んでいます。次に、初回接種、

これは１、２回目接種のことで、今でも接種を希望される方がいますので、実績を基に、１、２回

目合わせて２千回を見込んでいます。次に、５歳から１１歳の小児接種、これは、３回目接種がこ

れから始まってまいりますので、それらを見込んで４千回、一番下の６か月から４歳までの乳幼児

接種は、小児の接種率を参考に、約２０％と考えまして、３回までの接種を合わせて５千１００回

と見込んでいます。 

次に、（２）ワクチン接種の予定ですけれども、２価ワクチンは、先月の２１日から接種間隔が

５か月から３か月に短縮となりました。また、先月の２７日から、ＢＡ．４－５株の２価ワクチン

の接種も開始しました。当面は、医療機関でＢＡ．４－５、集団接種会場でＢＡ．１の２価ワクチ

ンを使用する予定です。２価ワクチンは、従来株とオミクロン株の２つの株を用いることによって、

今後の変異株への対応力が高まることを期待しており、ＢＡ．４－５、ＢＡ．１、これらの２つは
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あまり効果に差がないというふうに国のほうからも説明がありますので、意識することなく２価ワ

クチンの接種を検討していただくよう、市民の皆様にお知らせしてまいります。次に、②の初回接

種と③の小児接種は、今後も接種を継続してまいります。最後の④の乳幼児接種は、先月２４日か

ら、国全体で接種開始となりましたが、本市は、現在行われておりますワクチン接種の状況を踏ま

えて、開始時期を検討中です。 

○佐藤委員長 次に、生後６か月以上４歳以下の者への新型コロナワクチンの接種について、白鳥

委員から発言の申出を受けておりますので、御発言願います。 

○白鳥委員 おはようございます。質疑は３０分ぐらいになるかもしれません。余計なことをしゃ

べらなければ、そのぐらいで終わるかなと思っていますんで、御協力をお願いしたいと思います。 

今、長谷川対策監から説明がありましたけども、生後６か月以上４歳以下の者の新型コロナワク

チン接種について、申請方式でできないかという若い保護者の方からのメール等が私やほかの議員

に何件か入ってきているんです。今、市では、接種券を送って、それですぐ接種してもらうという

形になっていると思うんですけども、申請方式になると、１回申請してくださいという書類を送っ

て、申込みをしてから接種するという、そんな形になると思うんですけども、そんな話がありまし

て、何点かお聞きをしたいというふうに思います。 

初めに、乳幼児における本市のオミクロン株への感染状況について伺いたいと思います。 

○松山保健所主幹 本年１月から流行が始まったオミクロン株によるゼロ歳から４歳までの感染状

況ですが、オミクロン株が主流となった第６波の１月から１０月３０日までの感染者数は、全体の

延べ５万２千１７５人に対しまして、６．３％に当たる３千２８７人となっております。 

○白鳥委員 ゼロ歳から４歳までのところが６．３％の３千２８７人という数字で、後でちょっと

出てくるんですけども、先ほどからちょっと気づいて、あれっと思ったんですけど、実はそのゼロ

歳から４歳までというのは、１０月１日現在の数字ですから、多少数字は違うんですけども、現在、

９千４００人ぐらいいるということですから、そのうち３千２００人ということは、３分の１がか

かっているということなのかなということを私は認識したんですが、これは後でまた質問したいと

思います。それで、上記の条件で、５歳以上の年齢層の感染率との比較で、多いのか少ないのか、

具体的な数字で示していただきたいと思います。 

○松山保健所主幹 現在の本市の感染状況ですが、先ほど報告にありましたとおり、１０歳代の感

染者が多くなっておりますが、その他の年代においても満遍なく発生している状況であり、国にお

ける全数届出見直しが行われた９月２６日以降、１０月３０日までの直近１か月間の感染者数で申

し上げますと、延べ９千５２８人、これが１か月の数字になっています。令和４年１０月１日現在

の年代ごとの人口で割り返した、それぞれの年代の感染者数の割合としましては、ゼロ歳から４歳

は５．３％、５歳から９歳は８．０％、１０歳代が８．０％、２０歳代が３．４％、３０歳代が３．

９％、４０歳代が３．５％、５０歳代が２．１％、６０歳以上が１．１％と、５歳から９歳及び１

０歳代が最も高く、次に、５歳未満の割合が高くなっております。 

○白鳥委員 先ほど、浅利部長のほうから説明がありました資料の３ページが、今、説明をいただ

きました資料とほぼ一致しているのかなというふうに思っているんですが、そういう認識でいいん

ですよね。結局、グラフを見てみますと、１５．７％というのは６０歳以上のところを指している

と思うんですが、これが実際には、人口が６０歳以上というのは１３万４千人ぐらいいるんですよ
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ね。そのうち１千４９２人の感染ですから、今、説明があったとおり、１．１％の感染なんですよ。

だから、パイが全然違うということで、単にこの表だけ見たら、何かお年寄りもすごいかかってい

るなという認識に立つんですが、そうではないなということを、私としては、ぜひ、御理解をいた

だきたいというふうに思うんです。とりわけ、６０歳代以上よりは、例えば１０代だとすると、８

倍ぐらいになっていると。５歳から９歳までも同じように８倍になっているという数字ですので、

これはこの１か月間ですから、今後またどういうふうに変化していくか分かりませんけども、ただ、

この若年のところが非常に高い数値になっていることについては、このグラフではちょっと分から

ないということだけは指摘をしておきたいというふうに思います。 

次に、乳幼児感染者の重篤状況はどうなのか。先ほど言ったように３分の１ですから、３人に１

人がかかっているという状況なんで、どんな状況なのかお聞きをしたいと思います。 

○松山保健所主幹 オミクロン株感染により重篤化に至った乳幼児の例は、本市においては確認さ

れておりませんが、熱性けいれんを引き起こす可能性もあり、全国では、新型コロナウイルス感染

症による脳症発症の症例も報告されていると伺っており、これまでの通常株や変異株と比較して、

オミクロン株における乳幼児の感染例が増加しているとともに、入院例も増加しております。 

○白鳥委員 先ほど、実は３人に１人がこのオミクロン株にかかっているということが分かりまし

たけども、そういう意味では、重篤の状況が報告されていないということで一安心なんですが、た

だ、今日もちょっとのむらパターソン議員と話していたんですけど、親戚の子どもが４１度も熱が

出たんだと。そういう意味では、脳症発症の危険性って非常に高いんですよね、高熱が出ると。そ

ういう意味では、全国的な状況を見ると非常に気をつけなきゃいけないのかなと、特に、小さな子

どもについては、そんな気がいたしました。 

そこで、５歳以上のこの間のワクチン接種率はどのように推移しているのか、お伺いをしたいと

思います。 

○小原保健所主幹 本市の新型コロナワクチンの接種率は、全国を上回る水準で進んでおりますが、

５歳から１１歳までの接種率は、１回目が２０．４％、２回目が１９．４％、３回目は９月から接

種開始ということもありますが、１．６％となっており、他の年代と比べて低い状況となっており

ます。ただし、全国での接種率は、２回目で約２２％程度となっておりますので、全国的に見ても、

小児の接種率は低い状況となっています。 

○白鳥委員 全体から見ると大変低いということは、前にもワクチン接種のほうで説明がありまし

たので、その認識はあるんですが、要するに、この５歳から１１歳の小児の接種というのが極端に

少ないんですけども、その原因をどのように分析して、今後、どのように接種率を上げるつもりな

のか、その取組を行うつもりなのか、お伺いをしておきたいと思います。 

○小原保健所主幹 ５歳から１１歳の小児接種につきましては、本人と保護者の同意と、接種する

際には、保護者の同伴が必要となっております。接種率が低い要因としましては、感染しても比較

的軽症で済む場合が多いこと、副反応の心配、また、塾や部活、仕事などで子どもと保護者の都合

が合わないということなどが考えられます。その他に、１０月からは、小児科でインフルエンザワ

クチンを優先して接種していることも要因の一つと考えてございます。新型コロナは、感染しても

軽症で済むという考え方が一部で広まっておりますが、重症化や後遺症の報告もありますので、ワ

クチン接種により抵抗力を高めておくことは大切であると考えておりますことから、今後も、ワク
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チンの効果や安全性などの広報を行い、接種について御検討いただくよう努めてまいりたいと考え

ております。 

○白鳥委員 大変接種率が低いということで、気がかりなところなんですけども、そういう意味で

は、ぜひ、上げていただきたいなというふうに思います。先ほど、のむらパターソン議員の話もし

ましたけども、実は私のおじも、２歳のときに高熱を発して、その後、脳の障害がありまして、知

的障害になってしまいまして、８０歳まで元気にしていましたけども、そんな者も身近に一緒に暮

らしてまいりましたので、非常に気になっていますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

そこで、次に、一番の問題であります乳幼児に対するワクチン接種の国の動向をまずお聞きして

おきたいと思います。 

○小原保健所主幹 国におきましては、令和４年９月２日付で、生後６か月以上４歳以下の乳幼児

への新型コロナワクチン接種について、今後、接種を行うこととされた場合に、速やかに接種を開

始することができるよう、その準備に当たって留意すべき事項について通知がございました。その

後、１０月７日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会におきまして、予防接種法

上の臨時接種に位置づけることを了承、１０月１３日に、予防接種法施行規則及び予防接種実施規

則の一部を改正する省令が公布されまして、１０月２４日から施行されております。また、国の動

きを受けまして、北海道からは、１０月１４日付で、生後６か月以上４歳以下の乳幼児への新型コ

ロナワクチン接種について、速やかに接種体制の準備を進めるよう通知があったところでございま

す。 

○白鳥委員 先ほどちょっと説明もありましたけども、重なる質問で申し訳ないんですが、引き続

き、本市におけるワクチン接種の準備状況を改めてお聞きしたいと思います。 

○小原保健所主幹 ９月２日の国からの接種体制の準備に関する通知後、医師会と協議を進めてき

ておりますが、特に、乳幼児に対する接種の主体となる小児科におきましては、５歳以上の新型コ

ロナワクチンの接種に加え、インフルエンザの予防接種も開始されているところであります。そこ

で、市民の混乱や医療機関の混雑、間違い接種などがなく、円滑に接種が開始できるよう、継続し

て、医師会を通じて、各医療機関と協議、調整を行っているところでございます。 

○白鳥委員 この前の日曜日ですけど、民生常任委員会が主体となって、保育についての市民と議

会の意見交換会がありましたけども、その参考資料を見ていきますと、実は、ゼロ歳児から小学生、

中学生までというのは、様々なワクチンがあるんですよね。特にゼロ歳児からのところというのは

非常に多くて、その中で、うまくこの新型コロナのワクチン接種が入ってくるかなというのが非常

に心配なところですけども、実際に受けられないのは、どうもその辺が、年齢の低いところはちょ

っと影響しているのかなということもちょっと感じているところなんです。 

そこで、次に、乳幼児における新型コロナワクチンの安全性について、これもちょっとお聞きし

ておきたいと思います。 

○小原保健所主幹 生後６か月以上４歳以下の乳幼児に対するワクチン接種に関して、国に提出さ

れたファイザー社の臨床試験では、２歳から４歳のワクチンを投与した本剤群は１８．７％、偽薬

を投与したプラセボ群は１８．７％、また、６か月から１歳の本剤群は３０．１％、プラセボ群は

２７．１％にワクチン接種後の有害事象が認められたと報告されておりますが、ほとんどは、軽度

または中等度であり、回復性が認められていると評価されてございます。また、重篤な有害事象に
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つきましては、発熱及び四肢痛を除き、治療薬との因果関係は否定され、症状の経過としては、軽

快または回復であったとされております。こうした内容から、６か月以上４歳以下の乳幼児におけ

るワクチンの安全性に重大な懸念は認められないと判断され、また、その他の有効性及び安全性に

関する成績などを踏まえ、１０月５日に薬事承認されております。その後、１０月７日に開催され

た厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、予防接種法上の臨時接種に位置づけること

が了承されてございます。 

○白鳥委員 余談になりますけども、試験をするっていうのは、実はあれなんですね、今回やって

いるワクチンと、ただの塩水というか、プラセボ群とかって呼ぶそうなんですね、どっちも自分は

ワクチンを打たれていると思っていて、実は違うということで比較をするんだということは、大変

知識不足で恥ずかしいんですけど、理解をしました。 

次に、今言いました安全性について、国の資料では、医療機関とかで有害事象として報告された

もののうち、重篤な有害事象が１．９％あったとしております。これに対する市の認識と見解を伺

いたいと思います。 

○小原保健所主幹 １０月７日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料によりますと、米

国におけるワクチン接種を受けた生後６か月以上５歳以下に対する接種後の報告では、報告された

有害事象のうち、１．９％が入院などの重篤事象であるとされておりますが、一方では、オミクロ

ン株の流行下における感染者数の増加に伴い、乳幼児の感染者数や重症者数も増加傾向にあり、ワ

クチン接種による有効性も示されてございます。こうしたワクチン接種による安全性と有効性の両

方の情報を総合的に判断した上、薬事承認及び予防接種法上への位置づけがされ、全国一律で接種

開始となったことにつきまして、医師会とも情報共有、意見交換を重ねたところであり、本市にお

きましても、国の判断と同様に、ワクチン接種の安全性は許容できるものと考えてございます。ま

た、基礎疾患があり、重症化しやすいなど、接種を希望する市民が接種できる環境を確保すること

が必要と考えてございます。 

○白鳥委員 市としては、安全性は許容される範疇だというふうに、今、お答えがあったので、そ

ういうふうに受け止めておきたいと思います。 

それで、重篤有害事象は、他の年齢層ではどのようになっているのか、乳幼児と比較して多いの

か少ないのか、その辺を伺っておきたいと思います。 

○小原保健所主幹 日本小児科学会の資料に掲載されております、ワクチン接種を受けた５歳以上

１１歳以下に関する米国の報告事例によりますと、報告された有害事象のうち、２．４％が重篤事

象であるとされておりまして、数値としては、５歳以上１１歳以下のほうが高くなっております。

しかしながら、生後６か月以上５歳未満につきましては、報告件数１千１７件のうち１．９％、５

歳以上１１歳未満では、報告件数４千２４９件のうち２．４％と、母数が異なるため、一概にその

数値をもって多いか少ないかを評価することはできませんが、国では、そうした情報も含めて、安

全性を総合的に判断して、いずれも薬事承認、予防接種法上の位置づけを行っているものと理解し

ております。なお、国内におきましては、生後６か月以上４歳未満についてのデータはまだござい

ませんが、医療機関から副反応疑いとして報告された割合は、５歳以上１１歳未満のほうが、１２

歳以上よりも低い傾向であるとされております。 

○白鳥委員 件数的には母数が大体４分の１という違いがあるんですが、有害事象としては重篤な
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のは２％ぐらいあるんだという数字だという意味では、ちょっと気になる数字ではありますけども、

取りあえず分かりました。 

そこで、今回の乳幼児における諸外国の推奨状況なんですが、今の段階だと、まだ増えていない

と思うんですけど、アメリカやカナダと、たしかイスラエルだったと思うんですけども、僅か３か

国にもかかわらず、国が勧めているというこの状況について、本市の見解を伺っておきたいと思い

ます。 

○小原保健所主幹 先ほど同様、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料の中では、生後６

か月以上４歳以下の乳幼児への新型コロナワクチン接種に関する諸外国等の推奨状況として、アメ

リカ、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イスラエル、国際連合、ＥＵの６か国と２団体の状

況が示されてございます。資料では、米国が全ての者に対して、イスラエルがハイリスクな者に対

して推奨しており、カナダは全ての者に対して接種を認めておりますが、その他の国では未承認、

または未発表となってございます。そうした諸外国等の情報も含め、総合的に判断した上で接種が

開始されましたことから、本市におきましても、国の方針に沿って接種を進める必要があると考え

ております。 

○白鳥委員 事実上、日本が４か国目なのかもしれませんけど、大変慎重でなきゃならないなって

いう感じを受けております。そこで、本市において、諸外国や国内の他都市等のワクチン接種状況

を見守るべきではないのかなという、そんな思いもあるんですが、ちょっと見解を伺っておきたい

と思います。 

○小原保健所主幹 乳幼児のワクチン接種につきましては、１０月２４日から関連法令が施行され、

接種開始となっておりますが、小児科を中心に、５歳以上の新型コロナワクチンの接種に加え、イ

ンフルエンザの予防接種も始まっておりますことから、接種を希望する方や医療機関が円滑に接種

を開始できるよう、本市では、他都市の開始状況や接種状況なども把握しながら、準備を進めてい

るところであります。なお、医師会や医療機関との協議がまとまりましたら、改めて、接種開始時

期等をお知らせしたいと考えているところでございます。 

○白鳥委員 私が前段に質問したことと後段の質問では、少し矛盾が生じていることについては、

自分でも分かっているつもりで聞いています。そこで、乳幼児のワクチン接種について、今後、進

めるとしたら、苫小牧市とか兵庫県明石市など、当初、情報をいただいたときは二十何市と言って

いましたけど、最近では６９市町村、さらに今増えているかもしれませんが、そういった他都市と

同様に、乳幼児用の接種券を対象者全員に送付しないで申請方式で実施すべきだという声があるん

ですが、その見解を伺っておきたいと思います。 

○小原保健所主幹 国の見解では、接種券は全員に送付いただくことが望ましいと考えるが、自治

体の判断で申請方式を取ることも差し支えないとなっております。本市における接種券の発行方法

につきましては、現段階では、対象となる方全員に接種券をお送りする方向で検討しているところ

でございます。その理由といたしましては、例えば、申請方式にした場合でも、ワクチン接種の正

しい内容をお知らせする必要があるため、対象者全員に接種のお知らせ文書と、それに申請書を同

封してお送りすることを想定してございます。接種を希望する方は、そのお知らせ文書が届いてか

ら申請書を提出することとなり、保健所が申請書を受領後、内容を確認してから、印刷、郵送とな

りますので、接種券が届くまでに約２～３週間程度かかることが想定されます。このため、あらか
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じめ接種券をお送りするほうが、申請の手間や、接種券を受け取るまでの時間的ロスなどを軽減す

ることができます。 

本市としましては、まずは接種券に同封されるお知らせ文書を御一読された上で、御検討いただ

きたいと考えておりますし、ワクチン接種は、強制されるものでないということは今までと変わる

ことなく、お伝えしてまいります。なお、接種券の発行方法につきましても、今後、医師会などと

も相談した上で進めてまいりたいと考えてございます。 

○白鳥委員 申請方式を取っているところも、実は、先ほどもありましたけど、５歳以上のところ

でもそうですけども、もともと申請方式を取っているところが多いのかなというふうには思うんで

す。大変接種率が低いということもありますよね。さっき言ったように、５歳から１１歳未満は２

０％ぐらいということですから、他の年代が８０％とか７０％ということで随分開きがあるわけで、

そういう意味で言うと、どうもほかの都市は、申請して受け付けるほうが手間がかからないという、

そんな見解を持っている市町村もあるようです。私は、旭川のやり方、接種券を全員に発送してや

るのが一番人的な手間がかからないという説明がありましたんで、そこはそういう認識には立ちた

いと思います。いずれにしても、強制はできないんだろうというふうに思いますんで、その辺のと

ころは、やっぱり申請方式ですべきだというふうに思っている市民の皆さんにも、分かりやすく伝

えることだけはしてほしいなというふうに思っています。 

そこで、最後の質問になるんですが、申請方式を導入しないということでありますんで、本ワク

チンの有効性、有害性、先ほど言いましたようにいろいろありますが、しっかりと明示するととも

に、保護者の任意の意思によって接種するかしないか選択できるように、保護者にしっかり伝えて

ほしいということをお伝えして、私の質問の答弁をお聞きして、質疑を終わりたいと思います。 

○長谷川保健所新型コロナウイルス感染症対策監 ワクチン接種については、予防接種法に基づき、

国の指示に基づき市町村等が実施することになっています。予防接種法第８条では、市町村長は対

象者に対して、予防接種を受けることを勧奨する、言い換えますと、勧める旨の規定があり、市と

しては、対象者に対して、接種に関する情報をお知らせするとともに、接種しやすい環境を整える

役割があると認識しております。一方、同法第９条では、接種の対象者は、予防接種を受けるよう

努めなければならないという、いわゆる努力義務が規定されており、接種を希望しないことを選択

できる旨も定められています。ワクチンに関する情報は、インターネットなどで根拠が不明確な情

報も多数掲載されており、それによって不安を感じている方も相当数いらっしゃいますので、市と

して、正しい情報をお伝えすると同時に、ワクチン接種は強制ではないということもしっかりお伝

えしてまいりますので、御理解をお願いしたいと思いますし、先ほど委員からもお話しいただきま

したとおり、今回、申請方式を採用する自治体というのもございまして、やはり、自治体によって

やり方が様々ですので、申請方式のほうがやりやすいという自治体も確かにございます。 

本市においては、対象者に一括して発送するほうが、業者との連携、またやっぱり中核市ですの

で、それなりの人口もおりますので、一括で送付させていただきたいと思いますので、この点もぜ

ひ御協力、御理解をいただきたいと思います。 

○佐藤委員長 他に御発言はございますか。 

○小松委員 報告をいただきました件で、少し質問をさせていただきます。 

新型コロナの感染抑制及び対応について、まず、お聞きをいたします。北海道をはじめ、全国で
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も、部長の報告がありましたけれども、感染再拡大の状況下にあります。それで、数日前でしたか

ね、全国の都道府県の中で、北海道の感染者数がトップになったというようなことも報じられてい

ます。この後、北海道は北に位置しますからね、寒さが日本列島の中でいち早く来て、換気の関係

で、より早く感染が広がっていく、そうしたこともあり得るというふうに思うんですが、この時期

に、北海道が都道府県の中で最も感染者数が多かったというようなことをどのように見たらいいの

か、お聞きをいたします。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 過去２か年、特に、昨年は、ちょうどこの

時期はさんろく街の感染者が出ていたという時期で、それに対応するために臨時の検体採取所など

を設けて対応していたと。一昨年は、御案内のとおり、メガクラスターが３つ起きたというのがち

ょうどまさにこの時期に当たるわけでありますけれども、どちらかというと人口が集中している地

域や、あるいは、要因は分かりませんが、沖縄などから広がっていく状況がほかの時期にはあるん

ですが、過去２年間においてもこの秋から冬にかけての感染拡大というのは、北海道から南下して

いっているというのが、この新型コロナが発生してから過去２年間の状況であります。３回目の冬

を迎える今年についても、現状を考えると、北海道が日本のトップランナーになっているというよ

うな状況で、これは委員の御指摘のとおり、冬場は換気しづらいということによります家庭内の感

染とか施設の感染、あるいは職場の感染とかが大いに懸念される部分もありますし、さらにはウイ

ルス自体がやはり低温、乾燥というものを好む性質を持っておりますので、そういったことがいろ

いろ重なって、多分、これまでも、そして、今後も、そのような形で、北海道から、この時期につ

いては流行が南下していくというような状況になるんではないかなというふうに考えております。

北海道のどこの傾向を見ても、もう今は、感染再拡大の状況になっておりますので、今後、そうい

った過去２年間の経験を生かしながら、かつ、今年は、先ほどの御報告でも申し上げたインフルエ

ンザとの同時流行というものに対しての準備をしっかり行ってまいりたいというふうに考えてござ

います。 

○小松委員 今後は、インフルエンザとの同時流行ということで、厚労省の発表を見ても、新型コ

ロナウイルス、季節性インフルエンザの同時流行に備えた対応を求めているわけですね。より多く

の発熱患者が同時に生じる可能性があるから、対応に備えなさいと、都道府県をはじめ、自治体に

求めている中身だと思います。それで、これを見た範囲では、私は、文字どおりの受け止めをして

いたんですが、先ほど部長の報告の中で、全国の想定感染者数など、これを聞くと、非常にショッ

キングでもありました。全国で、コロナの１日のピークの感染者数は、４５万人を想定されると。

インフルエンザは３０万人。旭川で同じように想定してみると、ピーク時ですが、コロナは１日当

たり１千１５０名感染することが想定される。インフルエンザは、１日当たり８２０名で、約２千

名が１日でインフルエンザ及びコロナに感染することを見込むことができる、想定できる。これは

相当な数なんですよね。インフルエンザは、ここ２年は極めて控え目でしたよね、発症者数がね。

それでお聞きしたいのは、医師会や連絡会とも協議しながら準備を進めたいということで、それは

当然求められるんだけど、この想定される感染者数に対応し切れるのかどうなのか、ざっくりと言

うとね。そのために、もう必死に努力されていることは重々承知の上でお聞きをしたいと思います。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 コロナなのか、あるいはインフルエンザな

のか、それ以外なのかと分からない状況の中で、何か症状が現れて、そして、お医者さんにかかる
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ということになるわけでありまして、その想定として、国の試算の中で算出をしてみますと、ピー

ク時には約２千名の方々が１日に出てくるということであります。現在、８０以上のいわゆるかか

りつけ医療機関を含めた内科系、あるいは小児科系のクリニック等に協力をお願いして、こういっ

た有症状者などの診療、あるいは検査というものをやっていただいているところでありますが、実

は、市内では、こういった診療をやっていない医療機関もまだ実はございます。そういった医療機

関というのは、もちろんこれまでは、インフルエンザの診療あるいは迅速キットを使った検査など

は、当然、行っていたはずなんですね。やはりそういった医療機関に対して、我々としては協力を

求めていって、少しでも医療を受けられる窓口を、まず多くしていくということが、当然ながら必

要になってまいります。ただ、そうは言っても、１日２千名となると、これはかなりの数になりま

す。そういった意味では、今、保健所がまさに行っております抗原検査キットの配付、そのキット

で検査を行う方、あるいは、薬局で自分で買っていただく方、こういった方々で、医療機関に最終

的にかからないで陽性判定ができるというような仕組みも、今、既に動かしているので、こういっ

たものも同時に活用していただくということになります。ただ、それだけでは多分収まらない数字

です。なので、国のほうの解釈がどういうふうに今後出てくるか、詳細なＱ＆Ａがまだ出てきてい

ないもんですから、何とも言えないところではあるんですが、国のほうとしては、それらにプラス

して、診療時間を延ばしてみたらどうでしょうか、あるいは、休みの日の診療をやっていただくこ

とはできないでしょうか、あるいは、往診体制を充実させてみたらどうでしょうか、医師会によっ

ては、そういうような診療・検査センターみたいなものを設けたらどうでしょうかと、いろんなア

イデアを今はいただいておりますが、その裏づけというのはまだ来ていないという状況になります。

その中で考えていきますと、ある程度、医療機関においては、受診される方の重点化というものを

図っていくということが、もしかしたら重要になってくるのかなと。つまり、リスクの高い方や、

インフルエンザですと当然、小児もリスクが高いということになりますので、どちらかが分からな

いで行くわけですから、そういった意味では、高齢者とか、子どもさんとか、先ほどの４類型に入

るような方々については医療機関に、それ以外の方々については常備薬で対応する、あるいは自分

でキットで検査をやってみる、そういうようなすみ分けをしていかないと、多分、乗り切れないん

ではないかなというふうには考えております。今後、医師会、あるいは医療対策連絡会の中で、こ

ういった協議を、実は、今日、明日と、それを予定しているわけでありますが、そういった中で、

国の想定を説明した上で、地元での対応という部分について、真剣に協議をして、迅速にその体制

づくりに着手しないと間に合わないという状況が見られると思いますので、そういった形でやって

いかなければならないかなというふうには思っております。 

○小松委員 第７波のピーク時が六百数十名で、その３倍ぐらいですよね、約２千名といったらね。

発熱外来の対応等も感染者が増えるというのは、体制の整備を待ってくれる保証は全くないんで、

もうなかなか大変だと思うんですよ。これまでいろいろ広げてきた、さらにその上というと、様々

な課題もあろうかと思って、大変だなというふうに思っています。 

そこで、少し質問を変えます。今、世界的には、新たな変異株が出てきていると、これは報道さ

れていますし、国立感染症研究所でも発表している内容なんですね。例えば、９月にナイジェリア

で見つかったＢＱ．１というのが、今、イギリスやフランスで増加している。特徴は、ワクチンや

感染で得た免疫の一部が効きにくい変異株だと。このＢＱ．１は、イギリスの感染の１８％を占め
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ているということが発表されています。もう一つの変異株が、９月にシンガポールで確認されたＸ

ＢＢというふうに呼ぶみたいなんですが、シンガポールの感染者の半数がこれに当たる、バングラ

デシュでも増加傾向にあると。２つの遺伝子が混ざったもんだというふうに言われていて、今述べ

たそれぞれが、国内においても１７人、あるいは７人の感染が日本でも確認されているということ

が発表されています。それで、これらの変異株とかが今後主流になるのではないのかというふうに

も言われています。国立感染症研究所の脇田さんという方が、接触が増えると増加する傾向にある、

年末に向けて接触機会がどれだけ増えていくか、注意が必要だ、こういうふうに述べられているん

ですね。だから、この変異株は、免疫力に影響を及ぼすと。厚労省はそうした変異株が今後増えて

いくだろうということも想定されていると思うんだけども、厚労省が発表して、今、部長もここで

御説明いただいた想定の感染者数、旭川で言えばコロナが１日当たり１千１５０名、インフルエン

ザでいけば８２０名という、このコロナの感染者数は、そうしたことも想定の根拠に含まれている

のかどうなのかということ、知り得ている範囲で構いませんので、ちょっと見解をお聞きいたしま

す。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 厚労省というか、国立感染研のほうでは、

常に世界的な流行状況について注視をしている中で、日本への影響、さらには日本の中の状況につ

いても把握しながら、分析をしているということになるわけでありまして、当然ながら、これまで

の感染の波というのは、先ほども御説明申し上げたとおり、株の変異によって感染が拡大してきた

という状況がありますので、国が第８波というふうに言う以上は、当然、その変異株を意識した中

での、これまでにない感染拡大というものを国としては想定しているんではないかというふうな認

識を私どもとしてはしております。 

○小松委員 厚労省は同時流行に備えた対応をということで、医療機関や自治体に求めてきている

と思うんですが、受け入れるほうはなかなか大変だというふうに思うんですね。それで、私も専門

家でありませんし、知識はありませんので、全くよく分からないんだけども、接触が増えると広が

る可能性がある、年末に向けて注意が必要、脇田さんという座長がこういうふうに言っているんだ

けど、その一方で、水際対策が緩和されましたよね、国外から入ってくる観光客に対しては。接触

が増えると大変ですよ、増えますよって、感染症研究所ではそう言っているんだけども、一方では

緩和をすると。これもいろいろなことがドクターなどからも意見が述べられているんです。一番端

的なのは、厚労省の専門家組織委員会の西浦さんという京大の教授です。第８波は、目の前にある

ことが欧州のデータを見ても分かるし、その規模はかなり大きくなりそうだと。このまま緩和ばか

りして、マスクを外していいとかと言って、危機感を持たず、日本政府は経済政策だけを展開して、

非常に無責任な状態というふうに指摘をしているんですね。この人は感染の広がり方についての研

究者だというふうに思うんですが、片方ではそういう状況ですよね、水際対策の緩和で。何が言い

たいかというと、いろいろな状況の中で、感染者は増えるだろうと、これは、厚労省や国立感染症

研究所を含めて、見込んでいる。その対応を自治体やその地域の医師会などに、備えをしっかりし

なさいというふうに言われても、なかなかしんどいのではないのかと、私は思うんですよ。もちろ

ん言われたら、備えをつくるために必死の努力を行っていく、保健所としてはその役割を担ってい

くということなんだろうというふうに思うんですが、特にこれから、より寒くなる、換気がしづら

くなる、インフルエンザも出てくるかもしれない、この総体として見たときにね、保健所としては
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大変だ大変だって言うわけにもいかないんだろうと思うんだけど、相当、これまでにない困難性が

想定されるんでないかと思うんですけども、ちょっと見解をお聞きいたします。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 本当に大変なことです、正直に言って。こ

れまでもそうだったんですけども、通常株からアルファ株になったとき、アルファ株からデルタ株

になったとき、デルタ株からオミクロン株になったときということで、いろいろ想定して動いてき

たんですが、想定して動いたことどおりに事がうまく運ぶということはなかなかなかったというこ

とがあります。特に、通常株、アルファ株、デルタ株というのは、非常に感染力としては今のオミ

クロン株よりは低いわけでありますが、重症化率というのは非常に高かった状況でありましたし、

そういった意味では、やはりその当時は、疫学調査をしっかりやりながら、何とかその感染源を見

つけ、元から探っていきながらフォローしていくというやり方をやっていたわけであります。そし

てオミクロン株になったときには、感染力が抜群に高いというような状況の中で、ただ、重症化リ

スクがかなり下がったというような対応の中で、しかしながら、あまりにも分母が大きいので、当

然、その中には重症化に結びつくような方々、あるいは死亡されるような方々というのは出てきて

しまうというような状況、さらには、今までではあまり考えられなかった小児への感染がこのオミ

クロン株になって非常に目立つ、小児の中でも悪くなっていく方もいるというような特徴もありま

すので、じゃ、次はどんな株が、どのような性質を持って、どの時期に、どのぐらいの規模で日本

に来るのか、北海道に来るのか、旭川に来るのかというのは、全くもって想定で動く以外ありませ

ん。それで、例えば、今のオミクロン株と同じぐらいのものというようなことを、今としては想定

せざるを得ないわけなので、そうなりますと、先ほど申し上げたとおり、そこにこの２年間で全く

免疫を持たなくなったインフルエンザも一緒に広がってくるとなれば、かなり外来医療提供体制が

逼迫するのは、やはり目に見えているわけなので、そういった危機感をやはり我々としても、地元

の医療関係者と共有しながら、対策を行っていくということが、まず一つ重要なことだと思います。

それともう一つは、インフルエンザにしろコロナにしろ、我々職員も欠ける可能性があるというこ

とをしっかり認識した中で、保健所としての体制、あるいは、保健所以外の部局もそうですが、一

定限の人間が欠ける中で、業務を選択、集中して行うというようなことをやっていかないと、我々

行政としても、乗り切っていくことができないんではないかなということまでも懸念しなきゃなら

ないような、今回の国の想定の数字だというふうな認識をしているところであります。 

○小松委員 いろんな協力がなければなかなか大変ということが一つあります。行政内、保健所の

業務遂行についてちょっとお尋ねします。この間、アウトソーシングを進めて、一定のハードな業

務は、どの程度かは別として、改善されてきたということもお聞きをしております。しかし、ピー

クの３倍近い感染者が生じた場合、保健所としての業務をこなしていく上で、これはやっぱり精神

論だけで行かないというふうに思います。現状、どういう体制でやっているのか、どういう改善を

されたのか、これはちょっと大まかで構いません。それで、今後の想定に対してどういうことが考

えられるのかということをお聞きをいたします。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 御案内のとおり、補正予算の中で、アウト

ソーシングの推進をこの期間やってまいりまして、おおむね順調に委託をして、受託会社のほうで

かなり一生懸命、これまで我々がやっていた作業内容を担っていただいている状況であります。プ

ラスして、９月２６日から、国の全数届出の見直しというものもされましたので、一時期、かなり
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業務が逼迫、錯綜する中での対応が迫られていた保健所ではありましたが、現在は、全庁応援はゼ

ロ、そして、一部で部内応援などをいただきながら、何とか、日々の発生対応を行っているという

のが現状でございます。今後、想定されるような人数の感染者が出る、あるいは、それもインフル

かどうか分からない、コロナなのか分からないというような状況の中での対応というものは、これ

はこれでかなりきつい対応になってくると思われます。特に、やはり、今の保健所業務の重点化と

いうものは、そもそも、ハイリスクの方々をきちっと救っていきましょうというのが根幹にあるわ

けであります。ただ、当然、ハイリスクの方の分母が大きくなれば、それだけ多くの方が出てくる

ということになりますし、それに対するフォローというのが当然必要になってきますので、なかな

かこれが一般の事務職でできることと、そうではなく、やはり医療職じゃないとできないというこ

とがやはり出てくると思われます。そういった意味では、今後、大きな感染拡大の時期、これまで

をはるかに超える状況になった際には、やはり一定限、そういった応援というものも当然必要にな

ってきますし、そういう専門職の方々が動くということになれば、それを支える我々事務方という

のも、当然、一定限いないと、保健所自体が機能しないということになります。さらには、先ほど

申し上げたとおり、それだけ感染が広がると、我々自身ももしかしたら欠けていくということにな

りますので、そういったいわゆる補充の部分も含めて、一定限の状況になった際には、やはり全庁

で、各部局の業務の選択と集中も必要ですが、全庁として何を今やらなきゃならないのかというの

を考えながら、行っていく必要があると思います。そういった意味では、実は、先日の庁議の際に、

今回の想定の話は内部でお知らせを申し上げたところではありますが、今後、その本部会議、ある

いは本部会議の下に幹事会というのがありますので、各部局と情報を共有化しながら、その体制に

ついてやはり考えていく必要があるんではないかというふうに、我々としては訴えていきたいとい

うふうに考えております。 

○小松委員 あと１～２問、ちょっとお願いします。先ほど、報告の中で、クラスターを抑制して

いく、あるいは早期に発見して対応していくということで、施設に対するスクリーニングをこの後

やっていくというお話がありました。高齢者施設だけでなくて、希望すれば、幼稚園とか保育園と

か、そうした施設にも対応していくと。２か月で２８万回ぐらいを想定して対応したいという報告

がありました。それで、私は、なかなかいいことだというふうに思っておりますが、現状から見て、

新しい取組に何を期待できるのか、その点、お聞きをいたします。 

○浅利保健所新型コロナウイルス感染症対策担当部長 今回初めて、集中的に検査をやるというこ

とを実施させていただきます。これまで、議会の質疑などでもこの話が出ておりました。これまで

は、必要に応じて検討してまいりますというような答弁を繰り返させていただきましたが、今回に

ついてはさすがに、この後の感染拡大の状況がこれまでにないものになるんではないかということ

が懸念されていること、さらには、この２か月間、３か月間で、いわゆるクラスターの発生の状況

が非常に悪かったこと、それに対する対応が、どうしても、発生した段階でスクリーニングをやっ

てみるともう広がっていたというような、発生数が多過ぎるということで後手後手になっていた部

分も確かにあった状況にあります。申し上げたとおり、やはり施設内に持ち込まれるということが

施設内での感染の拡大につながっていくということに鑑みますと、医療機関は感染対策に対して、

十分かどうかは別にしても、一定の知識と経験、さらには意識を持って行っておりますが、どうし

てもやはり、施設となれば、いろんな運営形態もあるものですから、なかなかそういうふうな状況
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にはならないということがありますので、そういった意味では、施設として定期的に検査をやるん

だという意識を持つだけでも、一つの感染対策になるものだというふうにも考えておりますし、も

う一つは、やはり安心して施設の方々がお勤めいただけるような環境というものを少しお手伝いし

ましょうと。こういうことが、今回のみそとなる部分でありまして、ただ、我々保健所ではなかな

かこの事業を全てこなすことはできませんので、担当している福祉保険部でありますとか、子育て

支援部の御協力をいただきながら、配付についてもお手伝いいただき、その後の状況についてもフ

ォローをいただくという体制を、何とか庁内で組めたものですから、それではということで、今回

取り組むということになったわけです。 

○小松委員 期待したいというふうに思います。 

最後に、ワクチンについて、一つだけ。オミクロン株対応の２価ワクチン、これが、今後、軸に

なって進められていくことになると思うんです。なかなか、これまでの全国のワクチン接種率とか

というのも、今、いろんな関係で、数字を比較できない。これからは、２価ワクチンで比較してい

かざるを得ないのかなと。しかも、その２価ワクチンといっても、３回目打った人も４回目打った

人も含まれるから、一概に、接種率だけでどうこうっていう単純な見方もできない部分があるのか

なというふうに思います。それで、これからこの２価ワクチンを主軸にしていかれるというふうに

思うんですが、より多くの人に早い時期に接種をしてもらう。医療機関の協力も、圧倒的に開業医

のところでやるという割合が高いようでありますけども、しかし、これも自然に任せるわけにはい

かないというふうに思います。今、ワクチン担当部署のところで、どこに課題があるというふうに

考えられているのか、ぐっと展開していく上でね。その課題をどのように少しでも克服していかれ

ようとしてるのか、それについてお聞きをいたします。 

○長谷川保健所新型コロナウイルス感染症対策監 まず、２価ワクチンの接種が今始まったわけで

すけども、まずはやっぱり２価ワクチンの特性というんでしょうか、今までは従来株、１つの株で

ワクチンを接種しておりましたが、今回、２種類、従来株とオミクロン株ということで、今までも

御説明申し上げてきましたように、変異が目まぐるしくこのウイルスは起きてまいりますので、そ

の対応力が高まるということです。やはりその点はしっかり市民の皆様にもお伝えして、感染が拡

大してから接種するのでは、その効果が現れるまで時間がかかりますので、やはり予防という意味

からも、なるべく早く接種していただきたいということをお知らせしてまいりたいと思います。ま

た、今週からバスの送迎接種も始まりましたので、少しでも受けやすいように私どもは努めてまい

りますし、その一方、やはり慎重に考えている方もいらっしゃいますので、そういう気持ちも考え

ながら、バランスよく広報をしてまいりたいと思います。 

○小松委員 いろいろとお忙しい中ありがとうございました。以上で終わります。 

○佐藤委員長 他に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 なければ、以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 

その他、委員の皆様から御発言ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐藤委員長 それでは、本日の委員会はこれをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 
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散会 午前１１時２５分 

 

 


